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要旨
　本稿は、主に視覚障害者が 65 歳に達した場合に介護保険制度・障害者総合支援制度がどのよ
うに適用されるのかを念頭に、高齢・障害双方の在宅サービスを担う「共生型サービス」の位
置づけと、高齢障害者がそれをいかに適切に利用可能としていくのか、それらを検討するもの
である。65 歳問題と共生型サービスは、普遍化されたニーズとそれに応えるサービスに更に特
化したサービスを加えるものとはいえない。長年、難病等の疾病や各種障害、そして高齢につ
いて個別に制度運用と適用されてきたものが、地域共生の名の下で、在宅サービスに限り社会
保障費抑制策としてサービスを普遍化するものと言っても過言ではない。その普遍化とは、市
場原理と所得再分配機能が混在するものになる。運営する側の自治体も、サービスの担い手と
なる事業者も、そしてサービス利用者も、この混乱ぶりを重く感じているのである。

キーワード：65 歳問題、共生型サービス、視覚障害者、介護保険法、障害者総合支援法

1 ．はじめに

　わが国の社会保障制度は、その体系の根拠となる法典をもたない。わが国の社会保障制度と
は、敗戦後の混乱期、現代社会保障の創成期に原初的なニーズに対応し、すでに個別化されて
いるニーズに対応し続けてきた制度 （1）の積み重ねに過ぎない。抽象的な生存権（憲法第 25 条）に
かかわる個別ニーズに対して、その都度、各種の社会保障関係法令で具体化し続けたのであ
る（2）。そこでは、経済変動など時系列別に生じる法令間の矛盾の存在は否定できない。法典が
存在しないなかで、後付けの形で社会保障制度にかかわる各種法令を創設し続け、法改正を繰
り返してきた結果、それらの制度は相当に疲弊し各制度間の矛盾も大きくなり続けてきたので
ある。
　一方、原初的なニーズ、分化したニーズへの対応を経て、「国民皆保険・国民皆年金」「基礎
年金」の形や、「介護保険」「障害者自立支援、後の障害者総合支援」の名の下で一応は普遍的
な基準を示してきたことも事実である。もっとも、それらは根拠となる法典が存在するなかで
の普遍化を意味するものではない。元々分化している状態で発生したニーズへの立法が、おお
まかな社会保障法 （3）として長年積み重ねられ、ある程度の不備を認めつつも普遍化が進めら
れてきたものと言える。



和　田　謙一郎

76－� －

　ところで、昨今整備されてきた「共生型サービス」（4）は、障害児・者や高齢者の地域社会で
の生活におけるニーズに応えるサービス提供を包括的に行う要素がある一方、膨張する社会保
障財政を抑制するという合理化策も含まれていると考えられる。
　社会保障審議会介護給付費分科会の各審議報告 （5）は、団塊の世代のすべてが 75 歳以上にな
る 2025 年に向けて医療、介護、介護予防、住まい及び生活支援が包括的に確保される「地域包
括ケアシステム」を各地域の実情に応じて構築していく重要性を唱え、平成 29 年の制度改正で

「医療・介護の連携」「地域共生社会の実現に向けた取組」などを推進した （6）。これは、どちら
かというと介護保険制度中心の審議であり、障害者サービスについての言及は特に目立たない。
しかし、在宅における共生型サービスの実現に向けた取り組みの推進の説明となると、障害者
が 65 歳に達した場合、すなわち、障害者が介護保険第 1 号被保険者となり、障害福祉サービス
の利用から介護保険の利用が主体となる場合の高齢・障害双方のサービスの担い手となる事業
者側の環境変化についての言及がある（7）。いずれにしても、高齢障害者の共生型サービス利用
といえども、それは、介護保険の利用を前提・原則としている。
　本稿は、以上を念頭に置き、障害者（特に視覚障害者）が 65 歳に達した場合に予想される問題

（以下、原則として「65 歳問題」と示す）を探り、また、共生型サービスに潜む一部の危険性を指摘し
若干の検討を試みることにする。

2 ．各種障害とライフステージ

　1）ライフステージと、障害者サービス・高齢者介護サービス
　まずは、高齢化する視覚障害者に対するサービスの変化を中心に眺め、そこに存在する問題
にアプローチする。そのためにも、在宅の視覚障害者が強制的に介護保険法下のサービス利用
に切り替えられる 65 歳問題と、共生型サービスの関係を考えてみる。
　障害者（障害児については原則として 18 歳に達するまで）となる事実は、ライフステージのどの段階に
おいても発生の可能性があるが、介護保険制度上の 65 歳とはあくまでも年齢
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が根拠である。こ
れらだけの前提であれば、障害者サービスは、ライフステージのどの段階でも利用できること
になる。一方、介護保険制度は年齢を前提とした介護ニーズという事実に備える社会保険であ
る。そのため、40 歳以上 65 歳未満の医療保険加入である第 2 号被保険者となる者は、介護保
険料を負担しつつも、実際の介護保険給付となると、加齢を原因とした 16 の特定疾病に限定さ
れるなど制約がある。もっとも、65 歳に達した介護保険第 1 号被保険者は、年齢のみで加齢が
証明されているので、端的に述べれば、疾病・負傷が原因であっても、障害が原因であっても、
あるいは高齢による生活問題 （8）が原因であっても、「要支援・要介護状態」の確認が行われる
と介護保険給付の受給が可能になる。つまり、特定疾病を除くと介護保険制度とは財源確保の
観点からの世代間扶養の要素が強く、一方、障害者福祉と介護保険は、事実を重視するか年齢
を重視するかにより、制度上、分離したものになっているのである。もちろん、双方のサービ
スには目的の異なるものもあるが、「介護」の観点からは類似するものもある。そのようななか
で、制度の分離、優先、併給を使い分けることにより、障害と高齢という「またぎ」が生じる
ライフステージ下におけるニーズに対応してきたわけである。
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　元来、社会保障制度は社会保険を中心に整備したものであり、社会保険方式を採用した介護
保険法の下のサービス利用に重点を置きつつあることは、自然な流れと捉えられる。そこでの、
地域における高齢障害者のニーズに対応するための共生型サービスの創設も、社会保険方式で
対応することも自然な流れと捉えることも可能である。
　しかしながら、介護サービスなど現物給付を適切に行うためには、財源の確保はもちろん、
場所の確保（場所）、人材の養成（人）、そしてサービス提供（モノ）のための環境設定が必要とな
る。ところが現状では、共生型サービスの具体的な担い手となる事業所は、障害福祉サービス
事業所と介護保険事業所双方の機能を持つものとされ、サービス提供のためのひとつの事業所
が、障害福祉の社会保険双方の担い手となるという、あまり前例のない形態をとることになる。
そこでは、仮に以前と同様の給付を行う内容であれば人材についての混乱は生じないであろう
が、それでも、障害者総合支援法による報酬単価と介護保険法による報酬単価も異なるという
混乱が生じる可能性もある （9）。
　ちなみに、障害者と高齢者へのサービスの質が異なる場合や専門的な人材の確保が難しけれ
ば、障害者総合支援制度と介護保険制度、それぞれの事業所が生き残りのために合併を試みる
可能性もあると考える。
　他方、サービス利用者となる高齢障害者が、まずは自身を高齢者と位置づけて利用を希望す
るサービスは介護保険法下によるものと考えても、実際のサービス利用となると、高齢、障害
に関係する、縦（介護保険法下のサービス利用）、斜め（介護保険法下のサービス利用を優先しつつも障害者総合

支援法下のサービス利用も可能）、横（年齢に関係なく障害者として、依然として障害者総合支援法下のサービス利用

が可能）の関係について、何を選択することが適切なのか、あるいは、自身のために何を選択し
たら良いのか難解なものになってしまう。一方、サービスを提供する事業者としては、報酬単
価が高額な利用を求めるという矛盾が生じ得る。
　共生型サービス創設に対して、また 65 歳問題についても、運営主体・保険者である自治体が

「年齢」を重視した画一的な法令の解釈、あるいは運用や適用を行うと、元来、生活歴が異な
り、貯蓄、家族形態、また、介護保険制度の前提にある公的年金給付も異なる高齢障害者の生
活に大きな不利益を与える虞がある。サービス提供の合理化と、サービス利用時の自己負担（な

お、この点については、平成 30 年 1 月 10 日に厚労省が「高額障害福祉サービス等給付費等の新制度について」「高額障

害福祉サービス等給付費等と年間高額介護サービス費及び高額医療合算介護サービス費の併給調整について」など、各

自治体に高齢障害者についての軽減措置を通知した）（10）により、そこでは、65 歳に達した視覚障害者等
が、以前と同様な日常の活動を思うように行うことができなくなる可能性が生じるのである。

　2）視覚障害者にとってのサービスとは
　ここでは、視覚障害者が 65 歳に達しても、加齢と直結はしていない視覚障害（高齢者特有の視

覚障害以外のもの）について、今後も障害者総合支援法下のサービス利用の現状維持が可能なのか
を考えることにする。このことは、視覚障害者が不安なく以前と同様のサービス利用が可能に
なるかの検討につながる。運営主体・保険者である自治体の法令や厚労省のガイドラインの解
釈、あるいは運用や適用方法により、それらが可能となるのか、結果として、サービス利用者
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である高齢視覚
4 4

障害者に不利益が生じる可能性の有無も念頭に置く。
　なお、本稿は、主に先天的な（若年時代からの）重度視覚障害のある者のサービス利用に留意す
るが、必要に応じて、後天的な視覚障害、進行性・慢性疾患を原因とする視覚障害にも適宜触
れることにする。
　人のライフステージと視覚障害の発生時期を考えると、どの段階で視覚障害が生じたかによ
り、視覚障害者の「身辺自立」「社会的自立」「経済的自立」そして「自己実現」に向かうため
の障壁も、年代別それぞれに存在している。そこでは、人々が社会に参加してつながりをつく
っていくための障壁を取り除くための職業訓練等の充実など施策は当然としつつも （11）、自ら
障壁を克服するための個別なリハビリテーションが必要となる （12）。そのリハビリテーション
のニーズは画一的なものとはいえない。また、周辺の社会保障制度適用にも相違が生じてくる。
そこでは、視覚障害者もその家族も、どのサービスを優先して利用するかということ、及び、
それらサービスの組み合わせに悩むことになる。
　あわせて、視覚障害の原因となった「負傷・疾病」と「障害」が併行しつつ、「65 歳問題」
という年齢を考えると、視覚障害者の生活のなかで発生する生活困難にかかわる各種の原因と
して、ライフステージ別にそれら割合が刻々と変化しているという現象が生じる。この問題に
対する公的給付は、成人を中心に考えるならば、医療保険を中心とした医療保障と、障害者総
合支援法など障害者福祉、あるいは障害年金など所得保障、そして介護保険など高齢者福祉、
老齢年金など所得保障という形で対応しているが、そこでは、縦割り行政の弊害がそのまま存
在する。したがって、サービス利用にかかわる縦、斜め、横の関係は、もちろん支援者の支援
もあろうが、本人の判断にもある程度委ねられている傾向がある。
　具体的には、視覚障害者への積極的な所得保障は、その障害の程度にもよるが、公的年金に
ついては 20 歳に達する前に初診日のある者については、その障害の程度に応じて 1・2 級障害
基礎年金の支給（非課税）がある。20 歳に達した後の障害発生であれば、障害基礎年金のみの支
給 （13）か、被用者（厚生・共済）に対する障害厚生（共済）年金がある。後者は、標準報酬月額や
保険料納付期間の変化、つまり就労の状態により支給額が異なるのである。
　ちなみに、高齢者になった後にその者が視覚障害者になっても、老齢年金（基礎・厚生・退職）

の支給になる（老齢年金は、雑所得として課税される場合がある）。
　一方、現物給付の形をとりつつも、給付内容に違いはあっても年齢に関係なく応能負担とい
う形をとる消極的な所得保障の形をとる障害児・者への給付がある。さらに、各種負担減免な
ど、様々な消極的な所得保障が存在する （14）。もちろん、稼働能力のある者に対しての就労支
援そのものも消極的な所得保障になる。
　視覚障害者への医療保障については、その障害の程度にもよるが、公的医療保険の適用を前
提としつつも各自治体が実施する障害者医療など公費負担医療の対象（これらも、消極的な所得保障

に該当する）となる（15）。いわゆる難病医療法の対象となる難病が原因である進行性の視覚障害で
あれば、難病医療法下の医療給付（自己負担の減額など）の対象にもなる （16）。生活困窮者であれ
ば、医療扶助の対象となる。
　視覚障害者への介護保障（ここでは、広く介助と捉える）は、先の所得保障と医療保障の給付が前
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提となる介護保障の検討となるが、高齢者介護や重度障害者介護というよりも、たとえば外出
時の支援等が中心となり、その視覚障害が先天的なものなのか、それとも中途障害かにより訓
練給付など支援内容が異なる。特に中途視覚障害者（進行性も含む）については、視覚障害を受け
入れる時のケアや生活場面での訓練が必要になる。
　外出時の支援としては、介護保険法下では要介護度を重度化させないため（あるいは現状を維持

するため）にも要支援者への介護予防が存在するが、一方、中途視覚障害者の場合には、移動手
段を的確に利用するための訓練給付を必要とする。当然に、それら双方のサービスは性格が異
なり、担い手も専門性が異なる人材が必要になる。
　確かに膨張する社会保障財政としては、一元化された合理的な財政運営が必要とされるが、
このことは逆に、サービス提供は簡素化されやすいという可能性もある。つまり、地域におけ
る障害者と高齢者の共生を考えたとしても、共生型サービスの名の下で、障害よりも 65 歳とい
う年齢のみを強調しすぎたものになると、65 歳に達した視覚障害者と、65 歳の認知症高齢者
が、同じ介護保険制度の適用を受けサービス内容も一元化される可能性があるのである。そこ
では、障害の個別性を考えたサービスの選択が難くなる。このような相違が明確ななかで、さ
らに視覚障害者は、介護保険法下では要介護認定そのものは比較的軽く （17）、高齢視覚障害者
は、介護保険法下でのサービス利用での変化に戸惑う時期を迎えることになるのである。
　サービス利用にも、サービス従業者の要件等についても、ある程度の経過措置を設け続けら
れることが考えられるが （18）、視覚障害者が介護保険法下の共生型サービスを利用する場合は、
それらの者の生活が一変するという可能性を意識することになる。

3 ．視覚障害者にとっての同行援護・身体介護など

　若干、高齢障害者の動向に触れておく。居宅の身体障害者である 386.4 万人（平成 23 年）のう
ち、65 歳以上は 265.5 万人（68.7％）となっている。わが国の総人口に占める 65 歳以上人口の割
合はこの調査が行われた当時 23.3％（平成 23 年）であり、身体障害者の高齢化が著しいことを示
している （19）。
　次に、居宅の知的障害者である 62.2 万人（平成 23 年）のうち、65 歳以上は 5.8 万人（9.3％）と
なっている。もっとも大部分の知的障害は児童期に現れ、児童期以降の新たな知的障害は少な
く（ただし、児童期に療育手帳を取得していなかった例はある）、身体障害者の高齢化とは異なる特徴があ
ることも留意事項である （20）。
　最後に、精神障害者（外来）である 361.1 万人（平成 26 年）のうち、65 歳以上は 132.4 万人（36.7

％）となっている。65 歳以上の割合は増加傾向にある （21）。
　ところで、（福）日本盲人会連合は、「平成 30 年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見
等」（22）では、筆者なりに先に示した「身体障害者（そのうちの視覚障害者）の高齢化」を念頭に置
きつつポイントを絞ると、65 歳問題に関係する部分については以下のような指摘を行っている。
　「障害」という観点からのものでは、中途視覚障害者の訓練のニーズをあげる。この目的に
は、もちろん外出時の安全確保も含まれている。視覚リハビリテーションは訓練等給付の自立
訓練（機能訓練）の中に位置づけられたサービスであるが、それを担う事業所が少なく、視覚障
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害者もサービスを思うように利用できていない。そのために、中途視覚障害者らに対する視覚
リハビリテーションは、自治体による中途失明者緊急生活訓練事業等の実施に傾いている現状
がある。ちなみに訪問での訓練の必要性も主張され、移動に制限のある視覚障害者からのニー
ズが高い （23）。
　なお、障害者の高齢化にともない視覚リハビリテーションを受けた年齢にも変化が生じてい
る。厚生労働省の平成 28 年度障害者総合福祉推進事業、視覚障害者のニーズに対応した機能訓
練事業所の効果的・効率的な運営の在り方に関する調査研究事業による調査では、次のように
なっている。訓練を受ける前の生活の場所は「自宅」が 98％であり （24）、また、訓練を受けた
年齢については、機能訓練施設で機能訓練を受けた年齢が 59 歳以下は 62％、60 代が 23％、70
代が 13％、80 代以降が 2％、機能訓練以外の施設によるものでは、59 歳以下が 46％、60 代が
26％、70 代が 19％、80 代以降が 9％となっている （25）。
　以上では、視覚障害者の高齢化にともなうニーズが目立つが、機能訓練施設としては、利用
者が各地に点在し確保が難しいということがある反面、利用者対応の時間の確保が困難、専門
家の確保が困難、採算がとれず経営が困難など課題も多い。特に際立つ課題としてあげられる
ものは、通所に対する同行援護の利用制限であった （26）。
   視覚障害の発生時期にもよるが、たとえ居宅における身辺自立はある程度自立ができていて
も、視覚障害者は同行援護の必要性を訴える。日本盲人会連合は「同行援護の本質は、命にも
係る安全の確保に加え、生活においても必要な理解、判断、管理に役立つ情報までも提供する
ことである。それには、安全を担保する技術と、視覚障害当事者を理解し尊重した高度な判断
力、倫理観に基づいた情報が必要である」ことを強調する。もっとも、障害者総合支援法下の
単価は、身体介護を伴う・伴わないが基準設定となり、他方、介護保険では自立支援のための
見守りも身体介護とする。同行援護は身体介護を伴う以上の単価を要するが、実際には身体介
護を伴わないとして算定されていることを懸念している （27）のである。
　これらを念頭に置きつつも、65 歳問題については「視覚障害者の場合、支給区分は低く、低
所得者が大半であるにもかかわらず、障害福祉サービスの際に発生しなかった負担が発生する。
65 歳以降でも、障害福祉サービスとしての居宅の介護が利用できるにもかかわらず、自治体の
無理解により、強制的に介護保険への切り替えが行われる。視覚障害者が求める居宅介護は、
一般的な介護とは異なる内容が多く、介護保険では対応ができない内容が多い（情報提供、代筆代

読、等）」（28）とする。
　そして、65 歳問題と共生型サービスについては、「65 歳問題を解決し、当事者の希望で障害
福祉サービスの『居宅介護』が受けられるようにしてほしい。今後の共生型サービスの実施に
おいて、視覚障害者の特性を理解した制度設計を行って欲しい」（29）とする。明らかに不安を隠
せない状態であり、共生型サービスを積極的な評価をしているとは考えられない。
　視覚障害者にとっての 65 歳問題とは、同行援護と身体介護について、「共生」を考えれば、
障害者総合支援法と介護保険法の併存の形が望ましい。視覚障害者は、要介護・要支援認定が
比較的軽い中での介護保険サービスの優先とは、自己実現を目指す障害高齢者の望むものには
なっていない。同行援護、移動支援事業、介護保険法の下のサービス（家事援助や外出支援など）利
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用の目的の相違を明確にしなくてはならないのである。

4 ．改めて視覚障害者についての 65 歳問題を考える

　1）視覚障害者のサービス利用方法の変化
　寝たきりや認知症の対応など家族介護、老老介護の疲弊を重要視し、社会全体による介護を
目指し施行された高齢者介護を中心に捉える介護保険法施行時から、障害児・者サービスの提
供の方法にも変化が生じていた。障害児・者サービスは、措置によるものから、一時、支援費
制度（居宅サービス）を経験し、そして、視覚障害に対するものであれば、障害者総合支援法下の

「同行援護（当初は知的障害者や精神障害者を対象とした行動援護が先行していた）」「移動支援事業」等の利
用を、適用除外者を除き介護保険料を負担しつつも、介護保険法の下でのサービス利用を必要
としない者が多数存在した。しかし、それでも視覚障害者としてのサービス利用が当然に必要
であった。
　元来、措置によるものは行政側のサービス本位であり、サービス利用については応能負担と
いえども反射的な利益と位置づけられる。支援費制度は、応能負担も維持しつつも契約を念頭
に置いた。しかし、支援費制度は、支援者の身体障害者に対する居酒屋への同行など利用の方
法に問題を指摘された。もっとも、私見としては「契約」と「応能負担」を考えた場合、また
措置によるサービスと比較すると、支援費制度は、障害者の引きこもりを予防し、同じ思いを
持つ者同士が少しでも寄り添うことができ、自身にとって興味のないディサービスを利用する
よりも、視覚障害に的確に対応するサービスを利用しつつ自分らしく生きていくという自己決
定が尊重された制度であったと考えている。その後の障害者自立

4 4

支援法下では、サービス利用
については「応益負担」が導入され、これは早期に稼働能力が相当に低下している障害者の生
活を軽視するものになった。可能な限り働こうとする障害者が存在しても、授産施設の利用（こ

こにも応益負担が生じる）にさえも抵抗を持ち、大きな批判が集まることになる。
　高齢になり要介護・要支援になった者の生涯賃金や貯蓄、年金（特に被用者年金）、そこでのあ
る程度の家族による援助と、早期の段階から障害者である者の生涯賃金や貯蓄、年金（この場合、

大部分の方は障害基礎年金）には、大きな違いがある。つまり、障害者自立支援法による応益負担と
は、サービス利用の結果として生活困窮に陥る可能性を示し、生活保護法（第 4 条）の他法他施
策優先原理にも逆行するものになったのである （30）。仮に「自立」という言葉を強調するサー
ビス利用と負担であるならば、生活困窮である者、そうではない者を問わずに、障害者に対す
るサービスと、加齢を原因とする介護ニーズのある高齢者に対するサービスとの間では、目的
も大きく異なることになるはずである。しかしながら、それらも軽視されていたのである。
　以上は、障害別、その程度による就労の難しさにも大きな差を生じさせ、身体障害者の間で
も、障害の部位により就労の難しさに差がつく結果、生涯賃金や貯蓄、年金（この場合は厚生年金

部分）にも差を示した。結局は、身体障害者間のサービス利用や負担の結果の生活不安にも大き
な相違を感じさせることになったのである。
　なお、国側は当初、介護保険法と障害者自立支援法の「介護部分」について社会保険方式で
統合する考えを持っていたが （31）、「加齢による要介護・要支援」という事実と、「年齢を問わ
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ない障害（知的については、ある程度、若年層からとなる）」の発生という事実を、所得保障を除く現物
給付部分では、結果としては同じ枠内で捉えることが難しいという結論につながっていく。
　元来、社会保険には、「障害」という事実に該当したあとの加入・給付（障害基礎年金）もある
が、これは国民皆保険という目的達成のためである。一方、それまでの生活歴が大きく異なる
者の現物給付を中心としたサービス利用とそこでの利用者負担は、社会保険は応益負担を原則
としているのである。

　2）視覚障害、あるいは特異な障害に対するサービス提供の担い手
　社会保障制度の下での現物給付を考える場合、拠出制であるか否かを問わず受給する場合、
医療を例とするならば、その医療機関は健康保険や国民健康保険、労災保険、生活保護等の指
定を受け、受給そのものの内容は細分化されていたとしても、ひとつの制度からひとりに対し
て必要な給付が行われる。もちろん混合診療のように、医療保険の適用と自己負担が併行する
場合はあるが、いわば、必要以上の現物給付を二重に提供しない形になっている。これらの点
は所得保障との相違であり、医療保険と労災保険の組み合わせや、医療保険と生活保護（医療扶

助）の現物給付の組み合わせを必要としない。
　また、福祉施設に入所している者でも、生活そのものとは別に医療給付の受給となると医療
保険の給付や医療扶助の給付となる。もっとも、一部の障害者総合支援の場合（重度障害児・者）

には、広義の公的扶助の要素を持ち、生活の場所と医療の公的給付が一体化して総合的な給付
が行われる。
　ところが、在宅サービスとしての共生型サービスを担う事業者とは、ひとつの事業者が、社
会保険としての介護保険の担い手としての指定を受け、また、障害者福祉の担い手として指定
を受けるという、現物給付について社会保険と障害者総合支援法の相互の担い手となることを
意味する。これは、ある程度は市場原理が働く介護保険制度と、ある程度は所得再分配機能の
働く障害者総合支援制度の双方の担い手となること示す。この点、市場原理から考えれば事業
者は、似たサービスであれば、介護保険優先とは言え障害者総合支援法双方利用可の共生型サ
ービス指定の下、報酬単価の高いサービスの利用を願うことになる。しかし、所得再分配機能
を考えると、当然に報酬単価よりも地域の障害者の不安を取り除かなくてはならない。また、
そのためには、障害者総合支援法下の同行援護、移動支援、介護保険法下の訪問介護系サービ
スでは担い手の基準も異なるなかで、人材確保・養成も必須となる。
　ちなみに、訪問介護を例としても、要介護高齢者にとってみれば自身の部屋を整理してもら
うことが望まれたサービスとなっても、視覚障害にとってみれば備品の場所を訪問介護者の一
方的な判断で移動させられてしまうと、サービスを利用しつつも逆に生活上の不便を感じるこ
とになる。介助者が適切と考えるサービスでも、それは提供者側本位となる。ここに、障害者
サービスの担い手と高齢サービスの担い手の間で考え方が異なり混乱が生じる。事業者は、高
齢・障害双方を理解した人材をどのように確保していくのか不安も大きい。
　一方、事業者の各報酬を考慮し、同様のサービスについては介護保険法下のサービスを報酬
単価の高い障害者総合支援法にあわせると、65 歳に達した視覚障害者は住民税非課税でありそ
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れまでは自己負担が生じなかった者であっても、仮に介護保険の報酬単価が上昇すれば、サー
ビスの量が減少するか、従前の介護保険法に存在していた似たサービスの単価が高額となる虞
がある。あるいは、一部では介護保険制度と障害者総合支援制度の併給が考えられても、他方、
サービスの量を確保ができていない自治体によっては介護保険と全額自己負担のよる特殊なサ
ービス利用という混合サービスの利用となる可能性がある。今後の動向によっては、結局は、
高齢障害者が負担増を強いられるという矛盾が生じる可能性もある （32）。
　地域包括ケアは、高齢者介護と保健・医療を中心に考えられてきた （33）ように思う。これは
医療については国民皆保険（一部、医療扶助。なお、75 歳、一部 65 歳に達した重度障害者は自治体が保険者の

後期高齢者医療の対象）、65 歳に達してからは介護保険第 1 号被保険者（自治体が保険者）としての皆
介護保険（障害者支援施設入所者など一部適用除外）を考えると、社会保険（自治体が保険者）という制度
上も財政上も、介護保険導入前の「訪問看護」と「訪問介護」の存在と業務内容と同様に、医
療と介護の重複部分にある無駄を抑制したいという考えと、地域における高齢者の医療と介護
のニーズに応えるためにも、包括的なサービスが必要であると考えを持っていたと思う。しか
し、今回は、そこに視覚障害者をはじめとする障害者サービスを包括していくことになったわ
けである。
　以前の障害者自立
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支援法に対する訴訟提起 （34）や、それに伴う法改正の結果としての障害者
総合支援法施行により、原則、サービス利用時の利用者負担を応能負担に戻し （35）、現在では、
本人・配偶者の所得等を考慮したサービス利用時の応能負担を採用している。
　しかしながら本稿でテーマとしている「共生型サービス」の創設と、障害者にとっての「65
歳問題」にかかわるものとしては、筆者は具体的に以下のように分けることができると考えて
いる。

　①　 在宅の障害者（障害の原因が、介護保険の特定疾病を原因としない者）が障害者支援施設の入所 （36）

を経緯して、65 歳に達して改めて介護保険施設の入所（障害者総合支援施設入所の場合には介護

保険の適用がないので、この段階で第 1 号被保険者）となる場合。
　②　 在宅の障害者（当初、在宅のままであれば介護保険第 2 号被保険者とする。かつ、障害の原因が、介護保険

の特定疾病を原因としない者）が 65 歳に達して、介護保険 1 号被保険者として、直接、介護保
険施設に入所する場合。

　③　 若年の障害者が 65 歳に達しても、そのまま障害者支援施設の入所を継続する場合（この

場合、介護保険制度の適用がない）。
　④　 自宅で同行援護の利用などの「介助」のみを必要としている（あるいは、生活上、必要としつ

つある）視覚障害者（障害者総合支援法下でのサービスを利用している場合としていない場合を想定する）

が 65 歳に達して介護保険第 1 号被保険者となった時、在宅における介護保険サービス利
用の優先が原則となる場合。

　⑤　何らかの原因により、例外的な措置の対象となる場合。

　視覚障害者であったとしても、入所している施設別に、あるいは施設入所か在宅で生活をし
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ているかにより、障害者総合支援法の適用、介護保険法の適用、介護保険法を優先し場合によ
っては障害者総合支援法の利用が可能になるなど相違が生じる。特に、上記④は視覚障害者に
特定しているが、障害者総合支援法にある同行援護は加齢を原因とするサービスとは異なって
も、介護保険法下でのサービスが優先される可能性を示す。仮に年齢のみで介護保険法の適用
を一律とすると、本来の給付目的が異なる以上に、自己負担の増大など以前の障害者自立

4 4

支援
法に逆行するのである。また、選択可能なコミュニティがそれら「視覚障害者の生きる場」と
なるにも関わらず （37）、制度間の「ねじれ」の発生によりかなりの者が自己負担の軽いものを
選択し、適切な選択ができなかった者は「生きる場」をも失いかねない。
　具体的に成人視覚障害者（居宅）のライフステージを考えると、外出の支援としては障害者総
合支援法下での同行援護（援護者の資格要件とサービス単価が高い）、あるいは移動支援事業（自治体によ

り利用限度が異なる、同行援護よりも援護者の資格要件もサービス単価も低い）を利用した場合、障害年金受給
のみの所得で住民非課税者であれば応能負担による自己負担はない （38）。
　なお、中途視覚障害者であれば、外出支援を利用するための視覚リハビリテーションが必要
となる。つまり、在宅視覚障害者は介護保険料を負担しつつ、介護保険法ではなく障害者総合
支援法下での給付（外出関係中心）の受給を必要とする。もっとも視覚障害や同時進行する障害の
原因が 16 の特定疾病であれば介護保険給付の利用優先となるが、介護保険給付はあくまでも加
齢を原因とした介護サービスの利用である。そこでは、適用され利用する制度の「またぎ」の
関係と、給付の「ねじれ」が生じることになる。そして、65 歳に達すると介護保険法下のサー
ビスが優先する形になり、介護中心のサービス提供と応益負担が存在する。しかし、そこでは
視覚障害に特化したサービスが存在しない。
　一方、65 歳に達する以前から障害者総合支援法下でのサービスを利用していた者と、65 歳に
達した後に加齢を原因とする「介護」ではなく視覚障害を原因とするサービス利用では、自治
体の判断により手続きが異なる可能性がある。後者については身体障害者としての認定は可能
でも、サービス利用となると介護保険法下でのサービス利用が原則として優先され、介護保険
法下での要介護・要支援認定の申請が優先され、そこでのサービス利用が原則になる。ちなみ
に、後者の場合には所得保障も、障害年金ではなく老齢（退職）年金の受給が多数となり、年金
も雑所得として課税対象とされている場合が多く、住民税課税者として保険料負担や高額介護
サービス費の上限も異なる可能性がある。
　以上の「またぎ」（年齢）と「ねじれ」（所得再分配機能と市場原理）を、いわば、障害者総合支援法
と介護保険法が共存する下での共生型サービスとは、「年齢」だけで給付と自己負担を行政側か
らも利用者側からも判断するものではなく、あくまでも、この「またぎ」と「ねじれ」を普遍
的に解決する施策下のサービス、すなわち、障害高齢者が地域で生きる場を支えるサービスへ
と発達させる必要があるのである。
　一方、施設サービスとなると先の①②③のように、住所地特例の問題を除けば、現在は「障
害者総合支援法」「介護保険法」「一部の措置」の区別こそが皮肉にも明確になっており、サー
ビス利用も自己負担の考え方も異なるという区別が存在し、脱施設化・地域での生活とは標榜
だけになっているといっても過言ではない。
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　4）視覚障害者の自己実現に向けての適切なサービス利用
　視覚障害は、先天性のもの、ある段階で症状が固定したもの（全盲、光覚、弱視、それらにも程度の

差がある）、その者のライフステージに関係なく、現在、症状・障害が進行中のものもあるが、中
には視野狭窄が進むなどの視覚障害が進行するものがある。これらは不安をもつ時期も内容も
異なり、そのケアが重要であることはもちろん、予後の悪いものについては可能な限りの治療

（進行を少しでも遅らせる、障害の程度を現状に維持させる）の必要性、視覚リハビリテーションの準備と
活用、視覚障害に対応する各種サービスの利用等が考えられる。その者の年齢が進むことによ
り疾病の割合が減り障害の割合が増すことにより、本人のサービス利用も、本人のみならず家
族に対してのケアの内容も異なっていくことになる。そして、その環境で自己実現を目指して
いくことになる。
　愼英弘によれば、自立とは身辺自立（介助自立や介助を受けながらの自立を含む）、経済的自立（職業の

選択、扶助を受けながらも含む。自活の意味）、自己決定（サポートを受けつつの自己決定も含む）、住居や生活
の選択、自己責任から構成されているとする。これらを前提として自己実現に向かう、すなわ
ち「生活スタイルを誰からも強制されない」「誰からも虐げられない生活ができる」「現実の生
活に本人が納得している」「自分の生活を楽しめる」「最大限自分の希望が叶う」「その希望は社
会の人々とふれあう中で叶う」「その叶えられた生活によって幸福感を味わうことができる」こ
と （39）とする。
　たとえ障害者すべてのニーズに応えることは難しくても、視覚障害のみならず障害者が自己
実現に向かうための様々なサービスの存在であり、また、それらの利用のはずである。しかし
ながら、前述した環境の下で、疾病と障害、高齢を「またぐ」ニーズが存在していても、この
点は軽視され続けてきた。共生型サービスの「共生」とは、合理性の追求か、それとも利用者
本位を目指すものなのか大きな疑問が残り、何よりも「年齢」のみによる介護保険法の優先と
いう考え方が存在するなかで、「65 歳問題」が併行する共生型サービスとは、中途障害である
か否かを問わない視覚障害者が 65 歳に達したときのケアを的確に行う役割を果たせるとは考え
難いことになる。

5 ．本稿のまとめ

　地域包括ケアのあり方を考えると、その運営形態を考えてもユニバーサルな将来像を探るに
は、わが国は依然として経験値が少ない。医療の急性期・慢性期と高齢介護の観点で捉え当事
者のライフステージを眺めても、どのステージが上位にあるかという縦の関係が成り立つもの
とは言えない。これらを前提に、介護の主体を社会にシフトし、医療と介護を、医療施設か福
祉施設か、それとも在宅かということを中心にして考えられてきた （40）。
　ところが本稿をまとめつつ、以前の障害者自立

4 4

支援法時代以上の矛盾、すなわち、社会保障
の発達というよりも逆行を筆者は感じ始めている。現状では、介護保険制度の目的とする本来
的な「加齢」を原因とする介護サービスを必要としていない視覚障害者が、あくまでも、障害
者総合支援法下で生活のための一手段として利用していたサービスを継続して利用を望んだと
しても、65 歳問題と共生型サービスの存在は、介護保険法下でのサービス利用優先原則により
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「年齢」の優先を前提とされる。各経過措置や負担の軽減措置が存在したとしても、視覚障害者
は、サービス利用の選択肢と自己負担に大きな不安を感じ続けることになる。何よりも、視覚
障害に特化したサービス利用が困難になることに不安を持ち続けるものと考える。
　さらには、年齢が関係しない一律の自己負担（一部、軽減措置はある）や、サービスを提供する側
の報酬の一律化（一部、経過的に障害者総合支援法の報酬に準じていく傾向がある）は、近い将来、視覚障害
者独自のサービスの質の低下を招く可能性をもつ。これでは、社会保障の目的とするところの
ケア（不安を少しでも取り除く）ことに逆行するのである。
　ただし、介護保険制度、障害者総合支援制度ともに保険者・運営主体が市町村（特別区）であ
るために、法令の解釈や、運用、適用を行う際に、同行援護や移動支援事業など視覚障害者が
必要とするサービスに適切に寄り添うことができれば、65 歳に達した視覚障害者が介護保険第
1 号被保険者としての保険料負担を行いつつも、「視覚障害特化部分」には障害者総合支援法下
でのサービスを利用し、かつ、65 歳に達したという「加齢」による要介護・要支援部分につい
ては、介護保険法下のサービス利用という併給も可能になるものと考える。その点は、視覚障
害と高齢という介護計画の作成について、共生型サービスの下でのケアマネジャーの専門性が
問われることになる。
　もっともこの点も、あまりにも地方自治体の裁量に委ねてしまうと、65 歳に達した視覚障害
者サービスも、それら運営主体間で大きな相違が生じる可能性があることも付記しておく。
　増大する社会保障費の抑制は必要である以上、視覚障害者が必要とするサービスが的確に提
供され視覚障害者の QOL を尊重するならば、それらの者の所得や財産を考慮した利用者負担
については視覚障害者の理解を得ることも可能となるのである。
　なお、知的障害者、精神障害者、認知症高齢者を対象とした成年後見制度は存在しても、自
身で判断能力がある独居か独居に準ずる視覚障害者は、一定の介助者に代読や代筆を求めるこ
とは可能であっても、サービス利用時には、個人情報に関わる契約書面や財産の確認等につい
て不便さを感じることには高齢障害者サービスが応えることができているとは言えない。高齢
である視覚障害者の自立や自己決定を尊重するとするならば、成年後見制度に準じる形となっ
ても、自身で判断が可能な特に高齢視覚障害者に対応する何らかのサービスの充実が必要とな
る。
　あるいは、脱施設化、施設から地域への移行支援に逆行するとしても、あくまでも自己決定
により「生きる場所」を選択できる、高齢視覚障害者が「不安を感じない」施設の再整備も必
要となるのである。
　以上のような課題を克服する包括的なサービスこそが、高齢・障害共通の地域における共生
型サービスと思われ、障害者と高齢者を年齢により機械的に共生型サービスの対象とするより
も、実効的なサービス提供も可能になると考える。たとえ共生型サービスそのものの考え方は、
地域の包括的サービスとして評価できても、共生という名の下、障害者が 65 歳問題に直面した
場合、機械的に介護保険法に基づくサービス利用を優先させられる根拠となると、社会保障費
抑制のために「障害者の高齢化」に対する合理策だけの推進となり、それは許されない。それ
は、障害者総合支援法から応益負担を前提としていた障害者自立支援法への逆行となり、また、
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そこでのサービスは障害の個別性を軽視することになる。決して「共生」ではなく、「高齢」と
いう年齢のみを重視したものになるのである。
　普遍化したものからの特化というよりも、敗戦後のわが国は、難病等の疾病、各種障害、高
齢について社会保障制度としては特化され（所得再分配機能が強い）分裂して扱われてきたものが、
今回、「65 歳」という年齢と「地域共生」という理念（市場原理が強い）が先走り極端に普遍化さ
れつつあるという疲弊が生じていると思われる （41）。
　それでも、現存する不安に対する早急な解決策を実施しつつ、やはり、視覚障害者をはじめ
とする、障害者や難病者のライフステージにおいて併行して生じる事実に的確に応えることの
できる更なる共生型サービス（生きる場のためのサービス）の充実は、本来的には願われるものなの
である。

（本稿には、大阪市視覚障害者福祉協会における筆者による講演「改正介護保険法の視覚障害者サービス利
用への影響　― 65 歳問題を中心にして―」（平成 30 年 2 月 17 日）の一部を利用している部分がある。）
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38） その者が 40 歳に達すると介護保険第 2 号被保険者となり、介護保険料負担が必要となる。
39） 愼英弘『盲ろう者の自立と社会参加』pp.54-57（新幹社 2005）
40） 桐野高明『医療の選択』pp.161-163（岩波書店 2014）
41） たとえば、療養所を退所し穏やかな生活を送っている高齢障害者であるハンセン病回復者には、視覚

障害、知覚障害など特異な障害をともなう者がいる。あるいは、難病医療法に定められる希少難病患
者は障害認定を受けていなくても障害者総合支援法の対象となるが、その症状の過酷さは周囲に理解
し難いものもある。「共生」という表現のみを強調し先行させすぎてしまうと、たとえ共生といえども、
サービス利用対象者のなかに新たなマイノリティを生じさせ、それらの者は思いを共有できる施設等
の方が穏やかな生活を送りやすいと考える可能性もあるが、果たして、共生型サービスとはそれらの
者の自己決定を尊重するサービスとなるのであろうか。
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